
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第４０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年５月１１日 ０２時１０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市母子
は こ

島南方沖 

 能瀬
の せ

灯標から真方位２７６°９,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４８.７６′ 東経１２９°３７.８４′） 

事故等調査の経過  平成２７年５月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 鮮魚運搬船 №101 KWANG
カン

 MYUNG
ミョン

（大韓民国籍）、９９トン 

   ８９５５１９６（ＩＭＯ番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 睦
むつ

丸、２.６トン 

   ＮＳ３－４０５００２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９２－３７８１４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、六級航海士（大韓民国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷外板に破口、左舷船尾部に亀裂等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、船長Ａが操船して母子島南方

沖を南東進し、長崎県長崎港に入港した。 

 Ａ船は、長崎港において、海上保安庁から衝突の事実を告げられ

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、母子島南方沖において船首を南

方に向けて投錨し、あじ釣り漁をして錨泊中、平成２７年５月１１日

０２時１０分ごろＡ船の右舷船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、自力で航行して長崎県三重式見港に戻り、海上保安庁に通

報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  船長Ａは、本事故当時、長時間の航海を行っていたことから疲れを

感じていた。 

 船長Ａは、長崎県平戸島沖を航行している頃から眠気を感じ始め、

窓を開けて風に当たりながらストレッチをしたり、冷水を飲んだりし

て眠気を払拭していたが、いつしか居眠りに陥った。 



 船長Ｂは、船尾甲板で漁をしていたところ、Ｂ船に向かって接近す

るＡ船に気付き、救命浮環を持って海に飛び込もうと身構えた直後に

衝突した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、母子島南方沖を南東進中、船長Ａが、居眠りに陥ったこと

から、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、母子島南方沖で錨泊中、船長Ｂが、漁をしていて見張りを

適切に行っていなかったことから、Ａ船の接近に気付くのが遅れ、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、母子島南方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が

錨泊中、船長Ａが居眠りに陥り、また、船長Ｂが見張りを適切に行っ

ていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・眠気を感じた場合は、２人で当直を行うなどして居眠り防止に努

めること。 

 ・錨泊中においても、常に周囲の見張りを行うこと。 

 


